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第188号議案

令和 7年度福岡県一般会計補正予算（第4号）

令和 7年度福岡県の一般会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 14,023,624千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

2,212,700,521千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「第 1表歳入歳

出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第2条 債務負担行為の追加及び変更は、 「第 2表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、 「第 3表地方債補正」による。

（繰越明許費の補正）

第4条 繰越明許費の追加及び変更は、 「第4表繰越明許費補正」による。
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令和 7年 12月 1日提出

福岡県知事 服部誠太郎



第1表歳入歳出予算補正

歳入

款

5 地 方 交 付 税

8 使用料及び手数料

， 国 庫 支 出 金

12 繰 入 金

13 繰 越 金

項

1 地 方 交

2 手 数

1 国 庫 負

2 国 庫 補

3 委 託

2 基 金 繰

1 繰 越

（単位：千円）

補 正 H‘’ II の 額 補 正 額 計

307,066,365 3,055,582 310,121,947 

付 税 307,066,365 3,055,582 310,121,947 

16,473,515 400 16,473,915 

料 7,062,315 400 7,062,715 

205, 181, 113 2,402, 716 207,583,829 

担 金 98,691,975 1,785,689 100,477,664 

助 金 96,518,856 610,516 97,129,372 

金 9,970,282 6,511 9,976,793 

60,954,134 3,580,196 64,534,330 

入 金 58,329,974 3,580,196 61,910,170 

328,232 4,510,244 4,838,476 

金 328,232 4,510,244 4,838,476 
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（単位：千円） 一4-

款 項 補 正 H‘’ IJ の 額 補 正 額 計

14 諸 収 入 249,277,513 3,586 249,281,099 

7 雑 入 10,450,544 3,586 10,454,130 

15 県 債 162,275,400 470,900 162,746,300 

1 県 債 162,275,400 470,900 162,746,300 

歳 入 合 計 2,198,676,897 14,023,624 2, 212, 700, 521 

歳出
（単位：千円）

款 項 補 正 月‘I’J の 額 補 正 額 計

1 議 会 費 3,231,084 19,720 3,250,804 

1 議 会 費 3,231,084 19,720 3,250,804 

2 総 務 費 72,735,945 614,614 73,350,559 

1 総 務 邸目 理 費 32,667,708 363,168 33,030,876 

2 企 画 費 13, 285, 716 59,864 13,345,580 

3 徴 税 費 16,181,095 137,487 16, 318, 582 



4 市 町 村 振 興 費 1,903,940 6,727 1,910,667 

5 選 挙 費 2,679,232 4,007 2,683,239 

6 防 災 費 1,376,948 15,545 1,392,493 

7 統 計 調 査 費 3,995,806 14,302 4,010,108 

8 人 事 委 員 会 費 298,040 6,010 304,050 

， 監 査 委 員 費 347,460 7,504 354,964 

3 保 健 費 251,517,973 368,547 251,886,520 

1 保 健 企 画 費 12,158,562 181,127 12,339,689 

2 健 康 対 策 費 9,543,277 17,927 9,561,204 

3 生 活 衛 生 費 1,652,469 11,375 1,663,844 

4 医 薬 贅 16,209,123 140,589 16,349,712 

5 医 療 介 護 費 201,890,832 11, 620 201,902,452 

6 高． 齢 者 支 援 贄 10,063,710 5,909 10,069,619 

4 環 境 費 4,292,639 32,886 4,325,525 

1 環 境 費 4,292,639 32,886 4,325,525 
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（単位 ：千円） ー 6-

款 項 補 正 月ヽ I9 J の 額 補 正 額 計

5 生 活 労 働 費 208,942,075 339,926 209,282,001 

1 県 民 生 活 翡 6,930,391 63,666 6,994,057 

2 福 祉 企 画 費 5,984,653 7,585 5,992,238 

3 ノI日し 童 家 庭 費 76,924,561 114,953 77,039,514 

4 障 が vヽ 者福 祉 費 65,201,196 31,912 65,233,108 

5 生 活 保 護 費 33,039,866 48,965 33,088,831 

6 社 会 福 祉 費 12,533,154 4,897 12,538,051 

7 Aヵ当 働 企 画 費 1,489,332 18,929 1,508,261 

8 職 業 訓 練 費 6,251,987 44,866 6,296,853 

10 労 働 委 員 会 費 229,566 4,153 233,719 

6 農 林 水 産 業 費 59,558,967 361,931 59,920,898 

1 農林水産業企画費 10,132,487 91,279 10,223,766 

2 農 業 費 12,500,445 107,974 12,608,419 

3 畜 産 業 贅 2,446,469 23,775 2,470,244 



4 農 地 費 14,659,365 58,993 14, 718, 358 

5 林 業 費 13,311,969 43,548 13,355,517 

6 水 産 業 費 6,508,232 36,362 6,544,594 

7 商 工 費 246,368,996 87,274 246,456,270 

1 商 業 費 234,042,679 21,810 234,064,489 

2 工 鉱 業 費 8,424,991 60,985 8,485,976 

3 観 光 費 3,901,326 4,479 3,905,805 

8 県 土 整 備 費 134,510,983 1,344,874 135,855,857 

1 県 土 整備 企 画 費 4,241,896 115,115 4,357,011 

2 道 路 橋 り よ う 費 61,539,430 79,331 61,618,761 

3 河 JI I 海 月LL』 費 38,609,232 1,099,113 39,708,345 

4 港 湾 費 4,722,110 3,924 4,726,034 

5 都 市 計 画 費 16,645,846 25,386 16,671,232 

6 住 宅 費 5,883,641 17,352 5,900,993 

8 水 資 源 対 策 費 317,407 4,653 322,060 
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（単位：千円） 一8-

款 項 補 正 月‘’lj の 額 補 正 額 計

， 砿言 察 費 149,140,580 3,426,747 152,567,327 

1 感白 察 血目 理 費 145,514,512 3,426,747 148,941,259 

10 教 云目 費 344,302,534 7,427,105 351,729,639 

1 教 育 総 務 費 41,152,872 368,599 41,521,471 

2 小 巫子 校 費 84,578,941 2,941,797 87,520,738 

3 中 ｝ 子 校 費 48,974,431 1,690,282 50,664,713 

4 蘭． 等 た子 校 費 68, 462, 511 1,668,923 70,131,434 

5 特 別 支 援 学校 費 27,753,237 678,596 28,431,833 

6 社 会 教 育 費 4,660,913 68,116 4,729,029 

7 保 健 体 コ同 費 2,700,993 10,770 2,711,763 

， 私 ¥ ＇ 芦子 校 費 59,716,530 22 59,716,552 

歳 出 合 計 2. 198. 676. 897 14,023,624 2,212,700,521 



第2表債務負担行為補正

追加

事 項

北九州空港対策費

治 山 事 業 費

道 路 特 別 補 修 費

交通安全施設維持費

道路交通安全施設整備費

交 通 安 全 対 策 贄

河 ) I l 改 修 費

砂 防 事 業 費

海岸災害防除対策事業費

海 岸 整 備 事 業 費

港 湾 整 備 事 業 費

期 間 限 度 額

令和8年度 28,612千円

令和8年度 163,000千円

令和8年度 499,000千円

令和8年度 429,000千円

令和8年度 45,000千円

令和8年度 498,000千円

令和8年度 1,040,000千円

令和8年度 470,000千円

令和8年度 35,500千円

令和8年度 30,600千円

令和8年度 127,000千円
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変更

補 正 H‘I’ J 補 正 後
事 項

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

道 路 改 良 費
令和8年度から

13,249,700千円
令和8年度から

14,629,700千円
令和13年度まで 令和13年度まで

道 路 改 築 費 令和8年度 60,000千円 令和8年度 422,000千円

橋 り よ う 架 換 費 令和8年度 95,000千円 令和8年度 185,000千円

街路関連道路整備事業費
令和8年度から

182,000千円
令和8年度から

262,000千円
令和9年度まで 令和9年度まで



第 3表地方債補正
（単位：千円）

起債の 的
補 正 月ヽ 9 IJ 補 正 後

目
限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

河 JI I 事 業 費 15,638,500 証書借入又は証券 起債年度から据置 15,895,900 証書借入又は証券 起債年度から据置

発行の方法により政 期間を含め30年度間 発行の方法により政 期間を含め30年度間
府、銀行その他から 以内に元金均等、元 府、銀行その他から 以内に元金均等、元

砂 防 事 業 費 3,331,900 起債する。 利均等又は満期一括 3,538,100 起債する。 利均等又は満期一括

証券発行の場合の により償還する。 証券発行の場合の により償還する。

発行価格は、額面 ただし、融通条件 発行価格は、額面 ただし、融通条件
災害復旧事業費 9, 201, 600 100円につき90円以 又は財政の都合によ 9,208,900 100円につき90円以 又は財政の都合によ

上とする。 り、繰上償還をなし、 上とする。 り、繰上償還をなし、

発行価格が額面金 償還年限を短縮し又 発行価格が額面金 償還年限を短縮し又

額を下まわるときは、 は借換することがで 額を下まわるときは、 は借換することがで

その発行差額をうめ きる。 その発行差額をうめ きる。

るため必要な金額を この県債にかわる るため必要な金額を この県債にかわる

これに加算した額と 短期債は、適宜期限 これに加算した額と 短期債は、適宜期限

することができる。 を定めてその期限内 することができる。 を定めてその期限内

証券発行時期が適 にこの起債の収入金 証券発行時期が適 にこの起債の収入金

当でないと認められ 年9.0% をもって償還する。 当でないと認められ 年9.0% をもって償還する。
るときは、この起債

以内
償還財源は事業収 るときは、この起債

以内
償還財源は事業収

にかわる短期債を起 入又は一般財源をも にかわる短期債を起 入又は一般財源をも

こすことができる。 ってこれにあてる。 こすことができる。 ってこれにあてる。

起債時期は令和 7 起債時期は令和 7
年度とする。 年度とする。
ただし、工事その ただし、工事その
他の都合により起債 他の都合により起債
額の全部又は一部を 額の全部又は一部を
令和8年度以降に繰 令和8年度以降に繰
り越すことができる。 り越すことができる。

計 162,275.400 162,746,300 
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第 4表繰越明許費補正

追加

款

6 農林水産業費

8 県 土 整 備 費

5 

2 

3 

項

林 業 費

道路橋りょう費

河 JI I 海 岸 費

-12-

（単位：千円）

事 業 名 金 額

県 代 行 林 道 開 云比バ又」 費 106,502 

県 営 林 道 開 至叔几 費 31,357 

ふるさと林道緊急整備事業費 87,675 

治 山 事 業 費 277,187 

災害関連緊急治山等事業費 81, 196 

県 単 治 山 事 業 費 242,900 

舗 装 道 補 修 費 525,000 

道 路 災 害 防 除 費 490,500 

交 通 安 全 対 策 費 10,000 

橋 り よ う 架 換 費 341,035 

ダ ム 維 持 血目 理 費 14,927 

砂 防 調 査 費 30,000 

堰 堤 改 良 費 217,428 



河川総合流域防災事業費 1,406,000 

河 JI I 改 修 費 442,611 

急傾斜地崩壊対策事業費 305,420 

砂 防 事 業 費 223,280 

海岸災害防除対策事業費 38,100 

4 港 湾 費 港 湾 改 修 事 業 費 93,500 

港 湾 局 部 改 良 事 業 費 132,000 

港湾海岸高潮対策事業費 45,000 

港湾既存施設有効活用促進事業費 268,000 

5 都 市 計 画 費 街 路 事 業 費 942,700 

街路関連道路整備事業費 473,200 

都 市 公 園 施 吾nバ又 贄 279,960 

公 園 関 連 事 業 費 144,657 

11 災 害 復 旧 費 2 土木施設災害復1日費 令和 7 年災害土木施設費 52,000 
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変更
（単位：千円）

款 項
補 正 HヽrI」 補 正 後

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額

8県土幣備費
道路
2橋りょう費 道路交通安全施設整備費 78,000 道路交通安全施設整備費 1,142,900 

道 路 改 良 背 1,691,780 道 路 改 良 費 5,079,296 

道 路 改 筑フ 贄 295,200 道 路 改 築 費 784,605 

橋 り よ う 補 修 費 192,250 橋 り よ う 補 修 費 1,770,250 

3河川海岸費 広 域 河 JI I 改 修 費 73,200 広 域 河 JI I 改 修 背 1,181,300 

浸水対策重点地域緊急事業費 990,000 浸水対策重点地域緊急事業翡 2,012,000 

通 常 砂 防 事 業 費 154,800 通 常 砂 防 事 業 費 762,600 

地すべ り 対策事業費 120,000 地すべ り 対策事業費 297,000 

砂防総合流域防災事業費 18,000 砂防総合流域防災事業費 230,008 

特定緊急砂防事業費 216,000 特定緊急砂防事業贄 793,400 

海岸高潮対策事業費 345,000 海岸高潮対策事業費 432,500 

11災害復旧費
士木施設
2災害復旧贄 令和 5年災害士木施設費 74,212 令和 5年災害士木施設費 134,212 



第 189号議案

令和 7年度福岡県県営埠頭施設整備運営事業特別会計補正予算（第 1号）

令和 7年度福岡県県営埠頭施設整備運営事業特別会計の補正予算（第 1号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費）

第 1条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第 1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、 「別表繰越明許費」による。

令和 7年12月1日提出

福岡県知事 服部誠太郎
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別表繰越明許費
（単位：千円）

款 項 事 業 名 金 額

1 
県営埠頭施設

1 
県営埠頭施設

苅田港新松山地区埠頭用地造成事業費 3,834,428 整備運営事業費 整備運営事業費

苅田港新松山地区都市再開発用地造成
480,000 

事 業 費

芦屋港埠頭用地整備事業費 52,000 

三池港荷役機械等整備事業費 100,000 



第 190号議案

令和 7年度福岡県工業用地造成事業会計補正予算（第 1号）

（総則）

第 1条 令和 7年度福岡県工業用地造成事業会計の補正予算（第 1号）は、次に定めるところによる。

（資本的収入及び支出）

第2条 令和 7年度福岡県工業用地造成事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「資本的収入額が

資本的支出額に対し不足する額1,486,438千円は過年度分損益勘定留保資金1,486,438千円」を「資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額1,486,451千円は過年度分損益勘定留保資金1,486,451千円」に改め、資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。

（科目）

第 1款資本的収入

第2項企業債

第 1款資本的支出

第 1項造成事業費

収

支

（既決予定額）

4,213,340千円

2,680,900千円

5,699,778千円

4,688,678千円

入

出

（補正予定額）

1,094,400千円

1,094,400千円

1, 094, 413千円

1,094,413千円

（計）

5,307,740千円

3,775,300千円

6,794,191千円

5,783,091千円
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（債務負担行為）

第3条予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に、次のとおり追加する。

事 項 期間 限度額

直方・鞍手工業用地造成事業費 令和 8年度 534,000千円

（企業債）

第4条予算第6条中起債の限度額「2,680,900千円」を「3,775,300千円」に改める。

令和 7年12月 1日提出

福岡県知事 服部誠太郎
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